
平成２７年 第７回理事会

日 時 平成２７年１０月９日（金） １５：３０～１６：３０

場 所 森林総合研究所特別会議室

Ⅰ．議 題

１ 運営費交付金債務（繰越金）の使途について

Ⅱ．報 告

１ 森林総合研究所創立 110 周年記念行事について

２ 平成 28 年 4 月 1 日付け一般職員新規採用試験応募状況等について

３ 平成 28 年 4 月期の研究職の採用について

４ 不適正経理処理事案への対応状況について

５ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の成立について

６ 障害者差別解消法への対応について

７ マイナンバー制度導入に伴う対応について

８ 情報セキュリティー対策に係る今後の対策について

９ 地方公共団体に対する森林保険の加入促進の取組について

１０ その他



資 料

Ⅰ－１ 運営費交付金債務（繰越金）の使途について

Ⅱ－１ 森林総合研究所創立 110 周年記念行事について

Ⅱ－２ 平成 28 年 4 月 1 日付け一般職員新規採用試験応募状況等

Ⅱ－３ 平成 28 年 4 月期の研究職の採用について

Ⅱ－５ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の成立に

ついて

Ⅱ－６ 障害者差別解消法への対応について

Ⅱ－７ マイナンバー制度導入に伴う対応について

Ⅱ－８ 情報セキュリティー対策に係る今後の対策について

Ⅱ－９ 地方公共団体に対する森林保険の加入促進の取組について



- 1 -

運営費交付金債務（繰越金）の使途について(案)

１ 経緯

(1) 毎年度の運営費交付金に残余が生じた場合は、中期計画期間中は、それを翌年度

に繰り越し、その累計を貸借対照表における運営費交付金債務として計上している。

(2) 第３期中期計画期間については、平成２５・２６年度に一部使用したところであ

る。

２ 使途の考え方

(1) 繰越金の使途については、制度上、当年度の運営費交付金を原資とするものと厳

密に区分することとはされていないが、当初予算の積算に組み込んでいなかったも

のとしての性格上、決算等に関連して実績の説明を求められる。

(2) 繰越金は、優先度は相対的に高いものの、当初予算に計上するになじまないもの

であって、相当額を要する規模のものとして対外的に説明可能なものに充当するこ

とが適当と考えられる。

(3) 特に、近年、一般管理費予算は対前年度３％削減という方針の下、光熱水料等の

恒常的な義務的経費以外を当初予算に計上することができず、施設費も使途が限定

される情勢が継続していることから、当面は、一般管理費及び施設費に該当する義

務的な支出であって、予算的制約から計画できなかったものに充てることとする。

３ 平成２７年度の使途

(1) エネルギーセンター自家発電機修繕工事 １，５００万円

(2) 環境変動解析棟他雨漏り修繕工事 ９００万円

(3) 生物多様性研究棟空調機更新工事 ２，０００万円

(4) 研究本館地階機械室ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ RR-1 修繕 ３４０万円

(5) 北海道支所気象測器性能検定室（試験調整準備室）外壁修繕 ４６０万円

(6) 北海道支所苗畑調査実験室屋根改修 ２４０万円

(7) 林木育種センター排水管改修 ３６０万円

(8) 林木育種センターネットワーク更新 ７１４万円

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅰ－１理　事　会　資　料平成27年10月 9日　
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（平成２７年度の繰越金の使途について）

１ エネルギーセンター自家発電機修繕工事

エネルギーセンターの自家発電機は、雨水進入により操作盤等に障害が発生し起動

できない状態となったため、消防設備の点検において指摘を受けており早急に修繕す

る必要がある。

２ 環境変動解析棟他雨漏り修繕工事

環境変動解析棟、生物多様性研究棟、木材特殊実験棟、微量分析実験棟については、

老朽等により雨漏りが発生しているため早急に修繕が必要である。

３ 生物多様性研究棟空調機更新工事

生物多様性研究棟の空調機は 6 台中 3 台故障している。そのうち 1 室は 3 台中 2 台

故障している。なお、機器が古いため補修部品も確保できないため早急な更新が必要

である。

４ 研究本館地階機械室ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ RR-1 修繕

7 月 24 日午後の落雷による故障。2 台で交互運転していたが現在 1 台のみで運転し

ており早急に修繕を要する。

５ 北海道支所気象測器性能検定室（試験調整準備室）外壁修繕

気象測器性能検定室（昭和５５年度建築）は、経年劣化による外壁モルタル部の亀

裂から侵入した雨水が、木下地（間柱、胴縁等）を腐朽させ、さらには冬期の凍結・

融解による膨張・収縮を繰り返すことにより、モルタル部も軟弱になった。

このことにより今夏に外壁モルタルおよび下地材が窓サッシの下側から崩落した。

安全および善良な施設管理の観点からも支障を来している。このため早急の修繕を要

する。

６ 北海道支所苗畑調査実験室屋根改修

苗畑調査実験室（昭和４８年度建築）は、経年劣化が著しく、屋根防水槽の亀裂等

による内部への漏水が発生している。

漏水箇所によっては電気配線（コンセント等）付近への浸水により漏電も懸念され安

全対策上も支障を来している。このため早急の改修工事を要する。

７ 林木育種センター排水管改修

一部実験排水希釈槽を経由していない配管があり、その配管に接続している施設に

おいては水道が使えない状況となっており、研究を行うにあたって非常に支障をきた

している状況の改善を要する。

８ 林木育種センターネットワーク更新

平成１８年３月に再整備して以来 9 年以上も使用し続けている状況であり、機器

の故障もおきているところです。重大な不具合が発生する前に、早急に更新が必要で

ある。



調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－１理　事　会　資　料平成27年10月 9日　
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理 事 会 資 料

平成２７年１０月９日

平成２８年４月期の研究職の採用について（案）

平成２７年６月１２日の理事会において、研究職員の採用を１０名程度採用を検討し

ていると報告したところ、平成２８年度人件費予算については、次期中長期計画の初年

度のため、未確定部分があることから４月期については、８名程度（テニュア型任期付

の採用１名を含む）の採用とすることととし、未確定部分が解消された時点で、１０月

期以降の採用を検討していきたい。

記

１．平成２８年度人件費予算見込額（①＋②） ７，８８６百万円

① 概算要求額（平成２７年度人勧未反映） ７，７１３百万円

② 平成２７年度人勧影響による予算要求見込額 １７３百万円 【未確定】

２．平成２８年度執行見込み額 ７，７６３百万円 【未確定】

３．差額（１－２）

７，８８６－７，７６３＝１２３百万円 ・・・ ③

４．平成２８年度人勧見込額を仮定した影響額 ５５百万円 ・・・ ④

俸給ベースアップを０．５％及び勤勉手当を０．１５月引き上げと仮定

５．平成２８年度新規採用可能見込額

③－④＝６８百万円

一般職６名 １８百万円（本所４名、育種２名）

研究職８名 ５０百万円

（参考）

人件費予算は、次年度の予算要求時には当年度決算が間に合わないため、中期計画内

であれば翌々年度に過不足を調整する仕組みとなっている。また、人勧影響額について

は、翌年度に要求を認められている。

しかし、平成２８年度は中長期計画の初年度であるため、平成２８年度中の人勧は翌

年度に認められ、かつ、繰越金がないため予算額内で対応する必要がある。

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－３理　事　会　資　料平成27年10月 9日　



「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の成立について

平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成

立しました。

300人を超える企業は、平成28年4月1日までに次の措置を講ずることが義務付け

られています。

1 自社の女性活躍に係る状況を把握し、課題を分析すること

2 1を踏まえて、数値目標を含めた行動計画を策定し、届出、社内周知、公表を

行うこと

3 自社の女性の活躍状況に係る情報を公表すること

※ 今後、関係省令や指針が公示される予定です。

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－５理　事　会　資　料平成27年10月 9日　



※①～③について大企業(301人以上)：義務／中小企業(300人以下)：努力義務

① 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

② 状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定･届出･公表
（指針に即した行動計画を策定・公表（労働者への周知含む））

③ 女性の活躍に関する情報公表

④ 認定制度

⑤ 履行確保措置
厚生労働大臣（都道府県労働局長）による報告徴収・助言指導・勧告

✎ 状況把握の必須項目（省令で規定）

①女性採用比率 ②勤続年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管理職比率

※任意項目についてさらに検討（例：非正規雇用から正規雇用への転換状況等）

✎ 行動計画の必須記載事項

▶目標（定量的目標） ▶取組内容 ▶実施時期 ▶計画期間

✎ 情報公表の項目 （※省令で規定）

女性の職業選択に資するよう、省令で定める情報(限定列挙)から事業主が適切
と考えるものを公表

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 （民間事業主関係部分）

▶ 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。
▶ 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定（努力義務）。

１ 基本方針等

２ 事業主行動計画等
－行動計画策定指針（告示）－

▶ 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。

✎認定基準(省令)は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、今後検討

▶ 女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下の項目に

関する効果的取組等を規定。

▶ 各企業は、これらを参考に自社の課題解決に必要な取組を選

択し、行動計画を策定。

● 女性の積極採用に関する取組

● 配置・育成・教育訓練に関する取組

● 継続就業に関する取組

● 長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組

● 女性の積極登用・評価に関する取組

● 雇用形態や職種の転換に関する取組(パート等から正規雇用

へ、 一般職から総合職へ等)

● 女性の再雇用や中途採用に関する取組

● 性別役割分担意識の見直し等 職場風土改革に関する取組

▶地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする（任意）。

▶原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成28年４月１日施行）。 ▶10年間の時限立法。

３ その他（施行期日等）

※ 衆議院による修正により、取組実施・目標達成の努力義務が追加



女性の職場における活躍を推進する

女性活躍推進法が成立しました！
【３０１人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ】

平成２８年４月１日までに、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分
析、②行動計画の策定・届出、③情報公表などを行う必要があります。

３０１人以上の労働者（※）を雇用する事業主の皆様は、以下のご準備をお願いします。
（※）労働者には、パートや契約社員であっても、１年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている

労働者も含まれます。また、３００人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。

次の女性の活躍状況（①～④）については必ず把握し、課題分析を行ってください。

①採用者に占める女性比率②勤続年数の男女差③労働時間の状況④管理職に占める女性比率
★ 女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールについては、年内に厚生労働省のホームページにおいて公表予定です
ので、ぜひご活用ください！

（※１）そのほか任意で把握することとする項目については、今後、厚生労働省令で定め、１０月頃お示しする予定です。

（※２）望ましい課題分析の手法についても、今後、行動計画策定指針で定め、１０月頃お示しする予定です。

＜ステップ１＞
自社の女性の活躍状況を把握し（※１）、課題分析を行ってください（※２）

ステップ１の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた①行動計画の策定、②都
道府県労働局への届出、③労働者への周知、④外部への公表を行ってください。

①行動計画には、(a)計画期間 (b)数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期
を盛り込んでください。
★ 女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、来年２月頃厚生労働省のホームページにおいて
公表予定ですので、行動計画の公表先として、ぜひご活用ください！

（※）行動計画を策定した旨の届出については、来年１月頃から受付を開始します。

（※）労働者への周知方法、外部への公表方法については、今後、厚生労働省令で定め、１０月頃お示しする予定です。

（※）効果的な取組内容についても、今後、行動計画策定指針で定め、１０月頃お示しする予定です。

優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関す
る情報を公表してください。
★ 女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベースについては、来年２月頃厚生労働省のホームページにおいて
公表予定ですので、情報公表先として、ぜひご活用ください！

（※）①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率のほかの公表項目、公
表方法については、今後、厚生労働省令で定め、１０月頃お示しする予定です。

（※）公表項目はその中から、適切であると考える項目を一つ以上選んで公表してください。

＜ステップ２＞
行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行ってください

＜ステップ３＞
自社の女性の活躍に関する情報を公表してください

※ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律



行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施

状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を

受けることができます。
（※）認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

（※）認定基準、認定マークについても、今後、厚生労働省令などで定め、１０月頃にお示しする予定です。

☆ 女性活躍推進法の詳細は、厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ）
をご覧ください。

☆ その他のお問い合わせについては、最寄りの都道府県労働局雇用均等室までお気軽にどうぞ。

【受付時間 8時30分～17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)】

また、１０月頃お示しする予定の行動計画策

定指針において、右に掲げる項目を中心とす

る女性の活躍推進のための効果的な取組を盛

り込む予定ですので、女性の活躍推進に向け

た取組の実施に当たり、ぜひご活用くださ

い！

女性活躍推進法特集ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite

/bunya/0000091025.html

女性活躍推進法特集ページ

女性活躍推進に関する認定取得を目指しましょう！さらに！

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 都 075-241-0504 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2859 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-224-6288 長 野 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-224-7639 宮 崎 0985-38-8827

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-219-5509 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380

千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718

今後お示しする予定の取組分野

女性の積極採用に関する取組

配置・育成・教育訓練に関する取組

継続就業に関する取組

長時間労働是正など働き方の改革に

向けた取組

女性の積極登用・評価に関する取組

雇用形態や職種の転換に関する取組

女性の再雇用や中途採用に関する取

組

性別役割分担意識の見直しなど職場

風土改革に関する取組

厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室

検索！

平成２７年９月作成 リーフレットNo.１５



調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－６理　事　会　資　料平成27年10月 9日　























マイナンバー制度導入に係る対応について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）の施行により、平成２８年１月から社会保障・税・災害対策の各分野

で利用されこととなっている。

平成２７年５月１５日の理事会において、本件についてお知らせしたところであるが、

今般の状況について再度お知らせする。

記

１．安全管理措置

特定個人情報の保護に関する取扱規程（案）の策定中

２．個人番号の収集・保管

個人番号の収集、保管に係る外注費を平成２８年度予算で概算要求中（研究開発

部門）であるが、扶養控除申告書等により収集することも検討中である。

３．活用する業務

対 応 方 針

個人番号の収集・保管 全職員分・・・予算により対応予定

個々人から収集する場合・・・予算対応前

(1)源泉徴収関係 （退職、新規採用等）

(2)社会保険関係

(3)共済組合関係 本部の指示待ち

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－７理　事　会　資　料平成27年10月 9日　
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日本年金機構における個人情報流出事案を踏まえて情報セキュリティ対策として

新たに求められている事項に対する対応方針(案) 

 

情報セキュリティ対策については、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC）からの

「独立行政法人等におけるセキュリティ対策の強化等について」(7/22)ならびに農林水産

省からの「日本年金機構における個人情報流出事案を踏まえた点検について」（9/14）に

より、様々な対応が求められており、下記の事項について対応方針を定めることとしたい。 

記 

今後対応が必要な事項 

１. 情報セキュリティに対応できるシステムの構築 

２. インシデントへの対応体制構築 

３. 情報セキュリティ監査の強化 

 

対応(案) 

1 については、予算決定後、速やかに以下のシステムを構築導入する 

・ActiveDirectory による端末管理システム 

・電子決済システム 

・情報機器接続認証システム 

・情報機器資産管理システム 

・TV 会議システム（追加導入） 

 

２については、今年度中に全所でインシデント対応訓練を実施し、対応体制を構築する。 

 

３については、対応時期を二つに分け、実施を検討しているところ。 

今年度中の実施に向けて準備しているもの 

・システムに脆弱性がないか検証するための診断（ペネトレーションテスト等） 

国の方針決定後、速やかに体制を整えるもの 

・内部監査の強化 

・外部（第三者）監査 

・マネジメント監査（政府統一規準群に基づくセキュリティポリシーとなっている

か等の準拠性監査） 

・システムリスクアセスメント調査結果を踏まえた対策のシステム監査 

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－８理　事　会　資　料平成27年10月 9日　



平成２７年１０月９日 
森 林 保 険 セ ン タ ー 

 
地方公共団体に対する森林保険の加入促進の取組について 

  
 森林保険センターでは、森林国営保険からの円滑な承継を確実に行うととも

に、新たな森林保険の加入促進を図る上で、地方公共団体への取組が重要であ

ることを踏まえ、次の取組を予定しているところ。 

 
１ 林野庁と連携して実施するもの 
  林野庁主催の次の２つの会議において、森林保険の加入促進に係る資料を

配付、説明を行い、加入促進について連携した取組を呼びかける予定。 
 （１）森林整備事業ブロック別打ち合わせ会議 
    ①参加者：各都道府県 造林及び林道関係の実務担当者 
         林野庁 整備課、計画課 
         森林保険センター 所長、保険総務部長、保険業務部長 
    ②開催日程及び場所 

北海道・東北・関東

ブロック 

北陸・甲信越・東海

ブロック 

近畿・中国 

ブロック 

四国・九州 

ブロック 

東京都 福井県 山口県 宮崎県 

10 月 20 日～21 日 10 月 15 日～16 日 10 月 13 日～14 日 10 月 8 日～9 日 

14 都道県 10 県 11 府県 12 県 

 
（２）国有林野等所在市町村長有志連絡協議会（各森林管理局単位で実施） 
   ① 参加者：各市町村 国有林が存在する市町村長 
         林野庁 国有林部及び整備部の課室長、局長ほか局幹部 
   ② 開催日程及び場所：調整中（全国 7 カ所で予定） 

 
２ 森林保険センター単独で実施するもの 

（１）島根県森林組合連合会と連携し、島根県内の複数の市町に対し、市町村
有林の森林保険加入を呼びかけ。 

  日程：10 月 6～8 日 
 
（２）鹿児島森林組合連合会と連携し、公有林森林保険会議を開催して市町村

有林の加入を呼びかけ。 
  日程：11 月 6 日 
 
（３）上記のほか、今後とも継続的に公有林に対する働きかけを実施予定。 

調整係
テキストボックス
　　　 　　　 Ⅱ－９理　事　会　資　料平成27年10月 9日　
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